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災
害
時
要
援
護
者
登
録
制
度
と
は

　

市
で
は
、
避
難
時
に
家
族
な

ど
の
支
援
が
十
分
に
受
け
ら
れ

ず
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
支
援
を

必
要
と
す
る
人
（
災
害
時
要
援

護
者
）
に
、
災
害
情
報
の
提
供

や
避
難
の
手
助
け
が
素
早
く
、

安
全
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る

た
め
に
、
災
害
時
要
援
護
者
登

録
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
支

援
は
、
地
域
支
援
者
（
隣
近
所

に
住
ん
で
い
て
、
支
援
し
て
い

た
だ
け
る
人
）
や
自
主
防
災
組

織
、
自
治
会
な
ど
、
地
域
の
皆

さ
ん
に
よ
る
助
け
合
い
が
基
本

と
な
り
ま
す
。

災
害
時
要
援
護
者
登
録
の
対
象
者

　

在
宅
で
生
活
す
る
、
次
の
よ

う
な
人
が
対
象
で
す
。

①
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
者

お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
人

②
身
心
障
が
い
者
の
人

③
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
高

齢
者
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る

世
帯
の
人

④
①
〜
③
以
外
で
、
避
難
の
際

に
地
域
の
皆
さ
ん
の
支
援
が

必
要
な
人

地
域
支
援
者
と
は

　

災
害
時
要
援
護
者
を
普
段
か

地域おこし協力隊員募集 特定公共賃貸市営住宅の入居者募集

▲

申し込み・問い合わせ　住宅課　☎73－3045

▲

申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎73－3016

▲

申し込み・問い合わせ　田園都市推進課　☎73－3011

募
集
団
地　

　

宮
尾
団
地
（
財
田
町
財
田
中
）

　

構
造　

4
L
D
K

　
　
　

（
耐
火
構
造
2
階
建
）

　

戸
数　

1
戸

使
用
料　

4
8
’
0
0
0
円　

　
　
　
　

（
月
額
）

申
し
込
み
が
で
き
る
人

次
の
条
件
を
全
て
備
え
て
い
る
人

・
市
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
場
所

を
有
す
る
人

・
同
居
の
親
族
ま
た
は
同
居
し
よ

う
と
す
る
親
族
が
い
る
人
（
事

実
上
婚
姻
関
係
に
あ
る
人
や
婚

約
者
を
含
む
）

・
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
人

・
市
町
村
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い

な
い
人

・
世
帯
の
月
額
所
得
が
15
万
８
千

円
〜
48
万
7
千
円
の
人

・
申
込
者
ま
た
は
同
居
親
族
が
暴

力
団
員
で
な
い
こ
と

入
居
予
定
時
期　

6
月
中
旬

必
要
書
類

・
申
込
書
（
住
宅
課
、
各
支
所
に

あ
り
ま
す
）

・
入
居
予
定
者
全
員
の
住
民
票
・

所
得
証
明
書
お
よ
び
納
税
証
明

書
（
学
生
を
除
く
15
歳
以
上
の

人
）
な
ど

申
し
込
み
方
法

　

入
居
希
望
者
は
、
5
月
2
日

（
月
）
〜
20
日
（
金
）
の
午
前
8

時
30
分
〜
午
後
5
時
（
土
日
・
祝

日
を
除
く
）
ま
で
に
必
要
書
類
を

住
宅
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
国
の
「
地
域
お
こ
し

協
力
隊
」
制
度
を
利
用
し
、
都
市

地
域
か
ら
本
市
に
移
住
し
、
地
域

の
人
と
一
緒
に
活
動
で
き
る
人
を

募
集
し
ま
す
。
U
タ
ー
ン
の
人
も

対
象
に
な
り
ま
す
。

活
動
地
域　

山
本
町
お
よ
び
財
田
町
地
域

活
動
内
容　

地
域
の
に
ぎ
わ
い
づ

く
り
に
関
す
る
活
動
・
中
山
間
地

域
の
地
域
活
性
化
に
関
す
る
活
動

募
集
対
象

　

申
し
込
み
時
に
20
歳
以
上
、
3

大
都
市
圏
ま
た
は
都
市
地
域
に
在

住
す
る
人
の
う
ち
、
委
嘱
後
、
三

豊
市
に
住
民
票
を
異
動
し
て
居
住

で
き
る
人

募
集
人
員　

2
名

雇
用
期
間　

委
嘱
し
た
日
〜
平
成

29
年
3
月
31
日
（
最
長
3
年
ま
で

延
長
可
）

応
募
受
付
期
間　

５
月
６
日（
金
）

〜
５
月
31
日
（
火
）

応
募
書
類　

市
H
P
を
確
認
、
ま

た
は
田
園
都
市
推
進
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

三
豊
市
男
女
共
同
参
画
推
進

条
例
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
！

　

平
成
28
年
4
月
1
日
か
ら
、

三
豊
市
男
女
共
同
参
画
推
進
条

例
が
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
例
で
は
、
男
女
共
同

参
画
に
関
す
る
基
本
理
念
や
市

と
市
民
、
事
業
者
、
市
民
団
体

お
よ
び
教
育
関
係
者
そ
れ
ぞ
れ

の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
男
女
共
同
参
画
の
推
進

に
関
す
る
施
策
を
定
め
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
行
政
と
市
民
な
ど
が

協
力
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

を
果
た
し
、
積
極
的
な
取
り
組

み
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を

目
指
し
て
い
き
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を

目
指
す
活
動
に
助
成
し
ま
す
！

　

更
な
る
男
女
共
同
参
画
社
会

の
実
現
の
た
め
、
市
内
で
活
動

す
る
団
体
が
行
う
調
査
研
究
事

業
お
よ
び
啓
発
事
業
に
対
し
、

助
成
し
ま
す
。

対
象
事
業　

男
女
共
同
参
画
の

意
識
啓
発
を
行
う
も
の

（
例
）
講
座
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
、
座
談
会
、
映
画
上
映
、
啓

発
グ
ッ
ズ
作
成
な
ど

対
象
団
体　

代
表
者
お
よ
び
過

半
数
以
上
が
市
内
に
在
住
、
在

勤
、
在
学
す
る
5
人
以
上
の
団

体
ま
た
は
グ
ル
ー
プ

補
助
金
額　

1
団
体
あ
た
り
上

限
10
万
円
※
事
業
に
直
接
要
す

る
経
費
を
対
象

採
用
事
業
数　

3
事
業
内

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

応
募
受
付
期
間　

5
月
16
日

（
月
）〜
6
月
15
日（
水
）

選
考
結
果
通
知　

7
月
上
旬

事
業
実
施
期
間　

結
果
通
知
〜
平
成
29
年
2
月
末

報
告
書
提
出　

平
成
29
年
3
月

20
日
（
月
）
ま
で

応
募
方
法　

応
募
書
類
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
企
画
財
政

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
書
類
の
様
式
は
、
市

H
P
、
企
画
財
政
課
に
あ
り

ま
す
。

▼
応
募
・
問
い
合
わ
せ

企
画
財
政
課　
☎
73
・
3
0
1
0

No.46

目
指
せ
男
女
共
同
参
画
社
会

児童扶養手当制度のお知らせ

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
離
婚
・
死

亡
な
ど
に
よ
り
父
ま
た
は
母
が
い

な
い
児
童
や
、
父
ま
た
は
母
が
重

度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童

を
育
て
て
い
る
父
も
し
く
は
母
ま

た
は
養
育
者
に
対
し
て
、
そ
の
児

童
が
18
歳
に
な
っ
た
年
度
末
（
障

が
い
が
あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
）

ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
対
象

・
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
ど
ち
ら

か
一
方
と
の
み
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

・
父
ま
た
は
母
に
1
年
以
上
遺
棄

さ
れ
て
い
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
の
申
し
立
て
に
よ

り
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
1
年

以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

し
た
児
童

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合

・
児
童
が
里
親
に
委
託
さ
れ
た
り
、

児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し

て
い
る
と
き

・
児
童
や
手
当
を
受
け
よ
う
と
す

る
父
も
し
く
は
母
ま
た
は
養
育

者
が
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
な

い
と
き

・
父
ま
た
は
母
が
婚
姻
（
事
実
婚

含
む
）
し
て
い
る
と
き

・
平
成
15
年
4
月
1
日
以
前
に
支

給
要
件
に
該
当
し
て
か
ら
5
年

を
経
過
し
て
い
る
と
き
（
母
子

家
庭
の
場
合
の
み
該
当
）

手
当
額
（
月
額
）

　

平
成
28
年
4
月
分
か
ら
児
童
扶

養
手
当
額
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

　

全
部
支
給　

4
2
’
3
3
0
円

　

一
部
支
給　

9
’
9
9
0
円
〜

　
　
　
　
　
　

4
2
’
3
2
0
円

　

２
人
目
は
5
’
0
0
0
円
、
３

人
目
以
降
は
、
3
’
0
0
0
円
ず

つ
加
算
さ
れ
ま
す
。

＊
一
部
支
給
額
は
、
所
得
に
よ
り

10
円
単
位
で
減
額
さ
れ
ま
す
。

＊
所
得
に
よ
り
手
当
の
全
部
の
支

給
が
停
止
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
子
育
て
支
援
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ら
見
守
り
、
災
害
時
に
は
必
要

な
情
報
を
伝
え
た
り
、
一
緒
に

避
難
し
た
り
す
る
こ
と
を
心
が

け
て
く
れ
る
人
で
す
。
決
し
て

責
任
を
伴
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
で
き
る
範
囲
で
支
援
を

お
願
い
し
ま
す
。

申
請
方
法

　

制
度
へ
の
登
録
を
希
望
す
る

人
は
、
地
域
支
援
者
を
自
分
で

見
つ
け
て
、
福
祉
課
ま
た
は
各

支
所
に
登
録
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
地
域
支
援
者
を

見
つ
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
自
治
会
長
や
民
生
委
員
、

児
童
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

市
は
登
録
申
請
書
を
も
と
に

登
録
台
帳
を
作
成
し
、
そ
の
台

帳
を
災
害
時
要
援
護
者
が
居
住

す
る
地
区
の
自
治
会
長
や
民
生

委
員
、
児
童
委
員
に
提
供
し
、

災
害
時
に
避
難
誘
導
な
ど
の
支

援
を
行
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

要
請
し
ま
す
。

　

登
録
を
希
望
す
る
人
は
、
個

人
情
報
が
地
域

の
皆
さ
ん
に
提

供
さ
れ
る
こ
と

に
同
意
の
う
え
、

申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

くらし

知っていますか？災害時要援護者登録制度

▲

申し込み・問い合わせ　福祉課　☎73－3015

くらし

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合

募
集
団
地

申
し
込
み
が
で
き
る
人

活
動
内
容

活
動
地
域

募
集
対
象

入
居
予
定
時
期

必
要
書
類

申
し
込
み
方
法

雇
用
期
間

募
集
人
員

応
募
書
類

応
募
受
付
期
間

支
給
対
象

手
当
額
（
月
額
）

災
害
時
要
援
護
者
登
録
の
対
象
者

災
害
時
要
援
護
者
登
録
制
度
と
は

地
域
支
援
者
と
は

対
象
事
業

対
象
団
体

補
助
金
額

採
用
事
業
数

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

応
募
方
法

申
請
方
法

募集 募集


